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Ⅳ 指定有害動植物等の防除に係る指導の実施体制並びに市町村及び農業者の組織する団

体その他の農業に関する団体との連携に関する事項 

（１）道 

① 道は、総合防除計画に即して、市町村、農業者団体その他農業に関する団体等と連携

し、農業者への適切な防除指導等を行うとともに、総合防除の必要性等について、農業

者の理解の促進に努めるものとする。 

② 道は、国の発生予察事業に協力し、北海道立総合研究機構からの情報や日本気象協会

からの気象予報等に基づき、農作物を加害する主要病害虫の発生量や発生時期の予測、

必要な防除対策を発生予察情報として関係機関・団体及び地域の農業者等に迅速に提

供することにより、適時かつ適切な防除指導に努めるものとする。この情報提供に当た

っては、市町村や農業者団体等に対して多様な媒体を活用することにより迅速かつ確

実な伝達を行うのみならず、ＩＣＴ技術の活用等により農業者等に直接提供する体制

の整備に努めるものとする。 

③ 道は、試験研究機関や農業者団体等との連携の下、地域における防除に係る課題等に

対して、他の地域における優良事例等も参考に、防除技術の研究開発や地域に合った防

除体系の実証等を行うことに努めるものとする。実証等に当たっては、農業者が総合防

除の取組を経営判断として積極的に自らの営農活動に取り入れることができるよう、

総合防除の取組による防除効果や、コスト及び生産性に係るデータの収集及び整理等

をすることによって、慣行の防除体系や防除技術と比べた経営上のメリットの把握に

努めるものとする。 

また、このような取組により得られた知見や確立された防除技術等をわかりやすく防

除マニュアル等に取りまとめること等により、農業者等への総合防除に関する普及や

防除指導に活用するものとする。 

④ 道は、農薬取締法第 28 条の規定による農薬の安全かつ適正な使用を確保するために

知事が行う助言、指導の一環として、普及指導員や農業協同組合営農指導員など防除指

導者向け資料として、北海道農作物病害虫・雑草防除ガイドを作成する。 

（２）市町村 

市町村は、当該市町村内の各地域におけるほ場や農業者に関する情報を把握してお

り、地域における指定有害動植物の防除指導の一端を担っているという認識の下、道が

定める総合防除計画に即して、道や農業者団体等と連携しながら、必要に応じて、農業

者への発生予察情報や防除マニュアル等の情報提供等を含む防除指導を行うことによ

り、総合防除計画に基づく総合防除の実施への協力に努めるものとする。 

（３）独立行政法人や大学等の試験研究機関 

独立行政法人や大学等の試験研究機関は、国や道、農業者団体等との連携の下、地域

における防除に係る課題等も踏まえ、総合防除の推進に資する病害虫防除に関する基

礎的・基盤的な研究のほか、応用研究や開発研究等による防除技術の開発や実証等を進
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めることにより、新たな科学的知見の収集や、革新的な防除技術の社会実装の推進に努

めるものとする。 

また、このような取組により得られた知見や確立された防除技術等をわかりやすく防

除マニュアル等に取りまとめることで、道や農業者団体等による農業者への総合防除

に関する普及や防除指導が円滑なものとなるよう努めるものとする。 

（４）農業者団体 

① 農業者団体は、各地域における農業者の営農活動とつながりが大きく、当該地域に

おける指定有害動植物の防除指導の一端を担っているという認識の下、平時の防除

指導等を活用した農業者等との情報交換により、地域の課題や指定有害動植物の発

生状況など、地域の実情の把握に努めるとともに、国や道、市町村等から提供され

る発生予察情報等を農業者等に提供することに努めるものとする。また、道が定め

る総合防除計画に即して、道と連携し、地域の実情に応じた適切な防除指導に努め

るとともに、総合防除の必要性等について、農業者の理解の促進に努めるものとす

る。 

これらの取組により、農業者団体は、農業者のまとめ役として地域の体制作りを進

め、総合防除計画に基づく総合防除の実施への協力に努めるものとする。 

② 農業者団体は、道や試験研究機関等が行う防除技術の研究開発や地域に合った防

除体系の実証等への連携に努め、このような取組により得られた知見や確立された

防除技術等をわかりやすく防除暦（栽培暦）等に取りまとめること等により、農業

者等への総合防除に関する普及や防除指導に活用するものとする。 

（５）防除等に関する専門的知見を持つ団体、民間事業者 

① 防除等に関する専門的知見を持つ団体は、農作物や指定有害動植物に関する最新

の科学的知見、総合防除に資する防除技術、国及び道の施策に関する情報の収集及

び提供や、地域に合った防除体系の実証等により、道や農業者団体等による農業者

への総合防除に関する普及や防除指導が円滑なものとなるよう努めるものとする。 

② 農薬や防除資材等を扱う民間事業者は、農業者等への農薬や防除資材等の安定供

給に努めるとともに、関連する技術情報を積極的に提供することにより、農薬等の

適正利用の推進を図り、道や農業者団体等による農業者への防除指導が円滑なもの

となるよう努めるものとする。 

（６）農業者 

農業者は、自ら栽培する農作物の安定生産を図り、周辺ほ場や地域への指定有害動植

物のまん延を防止するため、総合防除の実施について主体的な役割を有している。 

このことから、農業者は、道や農業者団体等による防除指導を活用し、道の総合防除

計画に即した総合防除の実施に努めるものとする。また、道や農業者団体等が開催する

総合防除の内容に関する研修会等へ参加する等、地域の指定有害動植物の総合防除に

必要な情報収集等に取り組むことにより、指定有害動植物の総合防除の内容に関する



243 

 

理解の醸成や、自らの取組状況の検証等に努めるものとする。 


